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                             財関第２６８号 

                             平成17年３月４日 

 

 （各） 税関長 殿 

沖縄地区税関長 殿 

 

 

関税局長 木 村  幸 俊 

 

 

関税法基本通達等の一部改正等について 

 

 

 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成16年法律第124

号）の施行等に伴い、関税法基本通達等の一部を下記のとおり改正し、平成17年３

月７日から実施することとしたので、了知の上、貴関職員及び関係者に周知徹底さ

れたい。 

 なお、改正前の税関様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用させるこ

ととして差し支えない。 

 

 

記 

 

 

第１ 関税法基本通達（昭和47年３月１日蔵関第100号）の一部を次のように改正

する。 

１．７の13－１の(2)中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

２．９の６－６の(1)のロ中「登記簿」を「登記事項証明書、登記簿」に改める。 

３．42－８の(1)中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

４．48の２－１の(2)のロ中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

５．56－９の(1)及び(4)中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

６．62の２－８の(1)中「登記簿の謄本又は抄本」を「登記事項証明書」に改め

る。 

 

第２ 関税定率法基本通達（昭和47年３月１日蔵関第101号）の一部を次のように

改正する。 

13－５の(1)及び(2)中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 
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第３ とん税法及び特別とん税法基本通達（昭和47年３月１日蔵関第104号）の一

部を次のように改正する。 

４－５の見出しを「（外国法人の登記事項証明書）」に改め、同項中「登記

簿の謄本又は抄本」を「登記事項証明書」に、「謄本又は抄本」を「登記事項

証明書」に改める。 

 

第４ 通関業法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 105 号）の一部を次のように

改正する。 

１．４－２の(2)中「「登記簿の謄本」」を「「登記事項証明書」」に改める。 

２．４－２の(7)中「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める。 

 

第５ 税関様式関係通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 107 号）の一部を次のように

改正する 

（Ⅰ 税関様式の一部改正） 

１．税関様式Ｃ第 1041 号を別紙１のように改め、同号の次に別紙２のように加

える。 

２．税関様式Ｃ第 9030 号中「登記簿謄本又は抄本」を「登記事項証明書」に改

める。 

 

（Ⅱ 記載要領及び留意事項の一部改正） 

１．特例輸入者承認申請書（Ｃ－9000）中「法人登記簿の謄本又は抄本」を「法

人登記事項証明書」に改める。 

２．特例輸入者承認内容変更届（Ｃ－9030）中「登記簿謄本又は抄本」を「登記

事項証明書」に改める。 

３．国等以外の者の経営する施設指定申請書（Ｔ－1210）中「登記謄（抄）本」

を「登記事項証明書」に改める。 

４．とん税法及び特別とん税納税義務者承認申請書（Ｓ－1010）中「登記簿の謄

本又は抄本」を「登記事項証明書」に改める。 

 

第６ 税関手続申請システムを使用して行わせることができる税関関係手続等及び

利用申込手続の取扱いについて（平成 15 年２月 28 日財関第 196 号）の一部を

次のように改正する。 

２－１第２号中「当該法人の登記簿謄本若しくは抄本」を「当該法人

の登記事項証明書」に改める。 

 






